
 

 

労働者派遣事業許可番号 派１３－３０５２７０ 

 

 ■令和８年度 労働者派遣事業に関わる情報（マージン率の公開） 

 

  ・派遣労働者の数       １８人 

  ・派遣先の数          ４件 

  ・マージン率         ３５．３％ … ※ 

  ・労働者派遣に関する料金の額の平均額  

￥３０，６０８（８時間あたり） 

  ・派遣労働者の賃金の額の平均額    

 ￥１９，７７４（８時間あたり） 

  ・キャリアアップに資する教育訓練に関する事項 

    訓練内容 

訓練種別 時期 訓練費用負担額 賃金支給 交通費など関連費用 

入社時訓練 雇入時 無償 有給 支給 

職能別訓練 派遣中 無償 有給 支給 

リーダー教育訓練 派遣中 無償 有給 支給 

    キャリア・コンサルティング相談窓口    ：相談窓口 本社事業所 

                 連絡先     ：電話番号 03-3474-4418 

・福利厚生          社会保険完備、育児介護休業制度、健康診断受診 

  ・労働者派遣法第 30条の 4第 1項の労使協定に関する事項について 

派遣労働者の待遇に係る労使協定を締結しているか否かの別：締結している 

労使協定対象労働者の範囲               ：すべての派遣労働者 

労使協定の有効期間の終期               ：2028 年 3月 31 日 

  

  ※マージン率には下記事項が含まれています。 

  ・事業主として負担すべき健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料 

  ・退職金及び退職金掛け金 

  ・（派遣労働者が取得する）有給休暇・特別休暇に充当した費用 

  ・教育訓練費 

  ・福利厚生費 

  ・営業活動、労務管理、事務管理、採用活動、派遣事業に関わる管理部門人件費等の 

事業運営費用 


